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≪資料３－１≫ 業務仕様書（不動産表示登記業務） 

 

不動産表示登記業務仕様書 

 

第１章 総 則  

（適用）  

第１条 委託業務の履行に当たっては、この業務仕様書及び別紙「業務内容一覧表」の定める

ところにより実施する。なお、この業務仕様書に記載のない軽微な事項で通常業務に付随し

て行うべき業務については、契約金額の範囲内で実施するものとする。  

 

（目的）  

第２条 委託業務は、発注者である大阪府土地開発公社が行う公共事業用地の取得に伴う不動

産の表示に関する登記について、官庁又は公署の嘱託による登記を遅滞なく行うことを目的

とする。  

 

（登記法令の遵守）  

第３条 受注者は、委託業務の履行に当たって、不動産登記法（平成16年法律第123号）その

他の関係政令、規則等を遵守して、正確かつ誠実に行わなければならない。 

 

（諸手続）  

第４条 委託業務の履行に伴い必要となる官公署等への諸手続は、発注者の承諾の上、受注者

の責任において速やかに行わなければならない。  

 

（土地への立入り等）  

第５条 受注者は、委託業務の履行に際して必要な土地に立ち入ろうとするときは、事前に発

注者と協議しなければならない。  

 

（業務責任者）  

第６条 業務責任者は、土地家屋調査士法（昭和25年法律第228号）に基づく資格を有し、か

つ、高度な技術と十分な実務経験を有する者とする。なお、業務の監修は業務責任者が自ら

行わなければならない。  

 

（業務責任者の届出）  

第７条 受注者は、前条の業務責任者について、土地家屋調査士の資格を有することを証する

書面の写しを添付して、氏名その他の必要事項を発注者に書面で届け出なければならない。 

 

 

第２章 業務一般  

（業務指示）  

第８条 受注者は、発注者の指示に従い、不動産の表示に関する登記に必要な調査、申請手続

に関する書類の作成、法務局への提出及び受領等の代理並びに表示登記に関する相談を行う。 

 

（図書等の貸与又は提供）  

第９条 発注者は、受注者の業務の処理に必要な図書（電磁記録データを含む。以下同じ。）

を貸与し、又は登記の申請に添付する図書を提供する。  
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（登記義務者名義の書類等） 

第10条 受注者は、発注者が提供する登記義務者に係る書類等を適正に管理し、発注者の指示

又は承諾がある場合を除き、目的外利用、複写及び複製、廃棄等をしてはならない。 

 

（登記記録等の閲覧等申請の代理） 

第11条 発注者は、法務局における登記記録、地図等の閲覧及び交付の指示に当たって、発注

者の押印のある登記閲覧等の申請用紙を交付する。この場合において、受注者は、交付され

た申請用紙を委託業務の目的以外に使用してはならない。 

 

（代理権の授与及び委任状の交付） 

第12条 発注者は、登記嘱託書等の申請に必要な代理権を受注者に授与した委任状を交付する。 

 

（登記嘱託書の押印） 

第13条 受注者は、登記嘱託書等の申請書類を作成したときは、発注者に提出し、押印の必要

があるものについては嘱託者の押印を受けるものとする。この場合において、地積測量図等

作成者の記名押印等が受注者において必要なものは、あらかじめ記名押印することとする。 

 

（登記事項の不備等） 

第14条 受注者は、委託業務の履行に当たり、不備、問題点等を発見したときは、速やかに発

注者に報告する。 

 

（登記官との調整） 

第15条 受注者は、委託業務の履行に当たり、登記官から意見等があった場合は、発注者と協

議し、その指示を受ける。 

 

（図書の返却等） 

第16条 受注者は、委託業務の履行完了後、発注者から貸与、提供された図書又は不使用の申

請用紙図書等を速やかに返却又は返納する。 

 

（成果品） 

第17条 受注者は、発注者から指示された業務が完了したときは、登記の完了が確認できるも

の、その他の成果品を提出する。 

 

（代金の請求） 

第18条 前条の場合において、受注者は、業務項目につき発注者の指示を受けて実施した数量

（以下「指示数量」という。）に契約書の委託単価表にある単価及び単価加算を乗じて得た

金額の総和に消費税等相当額を加算した委託代金を発注者に請求することができるものと

する。 

２ 前項の指示数量は、別紙業務一覧表に定める単位により算定した実施業務量について、発

注者の確認を受けて確定した数量とする。 

 

 

第３章 表示登記業務 

（地積測量図の作成） 

第19条 受注者は、発注者の指示により、地積測量図を作成する。 

２ 前項の図面作成に当たり、受注者は、発注者の指示により、次の調査を行う。ただし、境

界立会い及び筆界確認の業務は含まない。 

(1) 現地の事前調査（土地所在関係の調査を含む。） 
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(2) 境界点の確認 

(3) 引照点の確認 

(4) 境界標又は境界鋲の設置 

３ 受注者は、地積測量図の作成が完了したときは、作成者欄に土地家屋調査士が記名押印し

て発注者に提出するとともに、前項の現地調査を行った場合は現地調査報告書並びに不動産

登記規則（平成17年法務省令第18号）第93条に規定する不動産の調書に関する報告書（以下

「調査報告書」という。）を併せて提出し、確認を受けなければならない。 

４ 受注者は、貸与を受けた図書との不整合及び現地の不備、その他の問題等を発見したとき

は、直ちに発注者に報告する。 

５ 受注者は、第１項の業務に関連して発注者の相談に応じるものとする。 

 

（登記申請書類の作成） 

第20条 受注者は、発注者の指示により、次の嘱託登記申請（代位登記を含む。）に必要な書

類を作成する。 

(1) 土地の分筆の登記 

(2) 地積の変更、更正の登記 

２ 前条の地積測量図の作成並びに前項(1)の分筆登記において、同一地権者で複数の土地を

同時に分筆するときは一通の申請書類として作成する。 

３ 土地の分筆に併せて地積の変更、更正を伴う場合は、原則、分筆と地積の変更、更正を一

通の申請書類として作成する。ただし、登記官からの指示等がある場合又は発注者がそれぞ

れ作成する指示をした場合はこの限りでない。 

４ 受注者は、第１項の業務に関連して、発注者の相談に応じるものとする。 

 

（登記申請に付随する書類の作成） 

第21条 受注者は、発注者の指示により、登記申請に係る上申書その他必要となる書面を作成

する。 

２ 受注者は、前項の業務に関連して、発注者の相談に応じるものとする。 

 

（法務局への提出） 

第22条 受注者は、登記に必要な申請書類が整ったときは、内容を確認の上、遅滞なく法務局

に提出する。 

２ 委託業務に係る登記申請の方法は、不動産登記法第18条による申請方法とする。 

 

（登記完了証等の確認） 

第23条 受注者は、前条により申請した登記が完了したときは、速やかに法務局で登記完了証

等にて確認を行い、発注者に登記完了証等の登記完了を確認できるものを提出し、発注者の

確認を受けなければならない。 

 

（表示登記に関する相談） 

第24条 受注者は、第19条から第21条の規定による委託業務の履行に関連する相談のほか、発

注者の指示により、表示登記に関する相談に応じる。 

２ 受注者は、前項の相談業務を行ったときは、相談事案記録書を提出し、発注者の確認を受

けなければならない。 

 

（その他）  

第25条 受注者は、この仕様書に疑義が生じたとき、この業務仕様書によりがたい事由が発生

したときは、発注者と速やかに協議しなければならない。  
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「別紙 業務内容一覧表（不動産表示登記業務）」 

番号 
業務項目 

（単価契約項目） 
１件の基本単位 業務内容等 

地積更正・分筆登記 

 

１ 地積更正・分筆登記 
１申請１筆（２分割まで）につ

き 

・代位による地積更正・分筆登記業務（嘱託

書の作成、提出、補正、完了証の受領） 

※指示数量…分筆対象筆数単位 

２ 
分筆（地積更正）登記

同一嘱託書による嘱託 

１申請２筆目以降１筆（２分割

まで）につき 

同一地権者で数筆の土地を分筆するとき、同

一の嘱託書で嘱託する場合 

 ３ 筆加算 ３分割以上１分割増すごと 
・単価加算…３分割以上は分割数に応じた金

額を単価に加算する。 

４ 
書面作成（上申書

等） 
書面１枚につき 

・地積更正、分筆登記に関する上申書、上申

書に相当する書面作成 

※指示数量…書面枚数単位 

５ 調査報告書 １申請につき１通 
不動産登記規則第９３条に規定する不動産

の調査に関する報告書 

地積測量図作成 

 

６ 地積測量図作成 
１件（分筆後の土地２筆まで）

につき 

・地積更正・分筆登記に係る地積測量図作成

業務(法務局実地調査の立会い等の対応業

務を含む。) 

※指示数量…分筆対象筆数単位 

７ 
地積測量図作成  

同一嘱託書による嘱託 

１申請２筆目以降１筆（２分割

まで）につき 

同一地権者で数筆の土地を分筆するとき、同

一の嘱託書で嘱託する場合 

８ 筆加算 ３分割以上１分割増すごと 
・単価加算…３分割以上は分割数に応じた金

額を単価に加算する。 

現地調査測量 

 

９ 事前調査 指示１件につき 

・現地調査業務 

※指示数量…複数筆、複数個所を同時期に分筆

する場合も１件。 

10 境界点確認 境界点１点につき 
・境界点の確認業務 

※指示数量…境界点数単位 

11 引照点確認 分筆対象地１筆につき 
・引照点の確認業務 

※指示数量…分筆対象筆数単位 

12 境界標（杭）設置 
プラスチック杭１本(45 ㎜*45

㎜*45 ㎝)につき 

・プラスチック等の杭復元設置業務 

※指示数量…設置杭数単位 

13 境界標（鋲）設置 
設置鋲１本(7 ㎜*15 ㎜*80 ㎜)

につき 

・金属鋲等の鋲復元設置業務 

※指示数量…設置鋲数単位 

14 登記相談 相談時間１時間につき 

・上記の業務に関連する相談以外の相談業務

（本文第24条第1項の発注者の別途指示に

よる表示登記に関する相談業務） 

※指示数量…１時間単位 

15 打合せ・協議 １回につき 

・年間の業務内容等についての担当支所との

打合せ・協議業務 

※指示数量…回数 
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公共事業用地取得登記関係業務フロー

買収関係業務 権利登記業務 表示登記業務

↓
戸籍、住民票等貸与

登記調査・相続調査

↓

↓

↓ 図面等貸与

用地交渉

内諾

必要書類の提供、貸与

分筆（地積更正）登記

↓

↓

所有権移転登記

土地代金支払

※登記相談業務は不定期

契約調印
（登記原因証明兼承諾書）

※地積測量図(写)割印

前提登記(名変)
前提登記(相続)

事業用地の確定
現地幅杭の打設

相続資料の疎明調査
相続関係説明図作成

現地(境界)立会
（測量業務受注者）

明示書、筆界確認書作成
丈量図作成（測量業務受注者）
物件のある場合：物件調査

↓
地積測量図作成
（現地確認測量）

 

「参考 公共事業用地取得登記関係業務フロー」 


